
２
月
〜
３
月
に
地
域
セ
ン
タ
ー
や
コ
ミ
セ
ン
な
ど
で
受
け

付
け
し
た
平
成
22
年
度
の
市
・
県
民
税
の
申
告
を
ま
だ
し
て

い
な
い
か
た
は
、
次
の
受
付
窓
口
へ
ど
う
ぞ
。
す
で
に
確
定

申
告
を
終
え
た
か
た
、
こ
れ
か
ら
税
務
署
へ
確
定
申
告
す
る

か
た
は
、
改
め
て
申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
役
所
１
階
の
市
民
税
課
15
番
窓
口

河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー
税
務
班

雄
和
市
民
セ
ン
タ
ー
税
務
班

受
付
場
所

印
鑑
、
源
泉
徴
収
票
、
健
康
保
険
料
の
領
収

書
、
医
療
費
の
領
収
書
、
生
命
保
険
・
地
震

保
険
の
控
除
証
明
書
　
な
ど

申
告
に

必
要
な
も
の

申
告
は
お
済
み
で
す
か

平
成
21
年
中
の
所
得
金
額
な
ど
に
関
す
る

証
明
書
は
、
市
・
県
民
税
が
給
与
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ
る

か
た
は
５
月
17
日
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
か
た
は
６
月
10
日
(木)

か
ら
、
市
民
税
課
、
土
崎
支
所
、
西
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
、
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
河
辺
・
雄
和

市
民
セ
ン
タ
ー
、
岩
見
三
内
・
大
正
寺
連
絡
所
で
交
付
し
ま

す
。
証
明
書
を
請
求
す
る
場
合
は
、
運
転
免
許
証
や
健
康
保

険
証
な
ど
、
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
代
理
請
求
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

納
税
通
知
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
…

●
市
民
税
課
個
人
市
民
税
担
当
☎(

８
６
６)

２
０
５
５

●
河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー
税
務
班
☎(

８
８
２)

５
１
７
１

●
雄
和
市
民
セ
ン
タ
ー
税
務
班
☎(

８
８
６)

５
５
４
０

平成22年度に納めていただく市・県民税の
納税通知書を６月10日(木)にお送りします。

課税明細書で税額などをお確かめください。なお、
市・県民税が給与から引き落としされるかたの税額
通知書は５月17日に勤務先へお送りしました。

市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
を

６
月
10
日
(木)
に
発
送
し
ま
す

＊
証
明
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
…

市
民
税
課
庶
務
担
当
☎(

８
６
６)

２
０
５
４

65
歳
未
満
で
、
公
的
年
金
収
入
と
給
与
所
得
が
あ
る
か
た

は
、「
公
的
年
金
に
課
税
さ
れ
る
市
・
県
民
税
」
を
、
納
付
書

や
口
座
振
替(

普
通
徴
収)

で
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た

が
、
今
年
度
分
か
ら
、
給
与
所
得
に
課
税
さ
れ
る
分
と
併
せ

て
、
給
与
か
ら
の
引
き
落
と
し(

特
別
徴
収)

で
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。
な
お
、
お
申
し
出
い
た
だ
け
れ
ば
納
付
書
や
口

座
振
替
で
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

引
き
落
と
し
さ
れ
る
税
額
な
ど
詳
し
く
は
、
６
月
こ
ろ
に

勤
務
先
か
ら
配
付
さ
れ
る
「
平
成
22
年
度
給
与
所
得
等
に
係

る
市
民
税
・
県
民
税
特
別
徴
収
額
の
決
定
・
変
更
通
知
書
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
に
課
税
さ
れ
る

市
・
県
民
税
が
給
与
か
ら
の

引
き
落
と
し
に
な
り
ま
す

平
成
21
年
中
の
所
得
・
課
税

証
明
書
な
ど
を
交
付
し
ま
す

65
歳
未
満
の
か
た
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５月下旬から、山王十字路周辺の車線通行区分を変
更します。土崎方面から新屋方面に向かう場合、これ
までは山王十字路の手前で合流していましたが、今後
は山王十字路を過ぎてから合流することになります。
路面表示に従い、お互いに譲り合いながら、注意して
通行してください。

山
王
十
字
路
周
辺
の

車
線
が
変
わ
り
ま
す

県警本部交通規制課☎(863)1111問い合わせ

市有地を売却します

■物件(所在地・面積・最低落札価格)
①南通築地124番４(226.3㎡) 14,596,350円
②新屋元町127番19外1筆(2,211.97㎡)21,456,109円
③四ツ小屋字城下当場253番２外1筆(2,039.25㎡)

23,451,375円
④雄和椿川字長者屋敷１番１(330.56㎡) 4,594,784円
⑤ 〃　　　　１番６(332.65㎡) 4,790,160円
⑥ 〃　　　　１番７(328.44㎡) 4,565,316円
＊物件の詳しい内容は市ホームページでどうぞ。
http://www.city.akita.akita.jp/city/fn/pr/koubai.htm

■入札日時 ５月31日(月)午前10時
(受け付けは午前９時～)

■入札場所 市役所職員研修棟２階第２研修室
■入札保証金 入札金額の100分の５以上
■現地案内 ５月26日(水)午前10時～11時

問い合わせ 管財課☎(866)2053

５月26日(水)から
仲小路の一部が
車両通行止め

インターネットで
裁判所の競売物件を
ご覧いただけます 次の市有地を一般競争入札により売却します。

土
崎
方
面
か
ら
新
屋
方
面
へ
向
か
う
か
た

中通一丁目地区市街地再開発事業の
施行に伴い、市道の一部区間(仲小路の
日赤跡地付近)が廃止されました。５月
26日(水)からこの区間が車両通行止め
になりますのでご注意ください。また、
建築工事の準備が始まる７月中旬から
は歩行者も通行できなくなります。
ご不便をおかけしますが、ご協力を

お願いします。

市勢活性化推進本部
☎(866)2028

問い合わせ

秋田地方裁判所が行う不動産競売の物

件情報は、秋田地方裁判所４階の物件明

細書等閲覧室のほか、インターネットでも

ご覧いただけます。競売参加の手続きな

ど、詳しくはお問い合わせください。

秋田地方裁判所民事第２部
☎(824)3121(内線422)

�６月４日(金)から11日(金)までの入札
…現在閲覧できます

�７月２日(金)から９日(金)までの入札
…６月９日(水)から閲覧できます　

�８月４日(水)から11日(水)までの入札
…７月13日(火)から閲覧できます

パソコンから http://bit.sikkou.jp/
携帯電話から http://bit.sikkou.jp/k/

問い合わせ

広報あきた 平成22年５月21日号09


